
帯状疱疹ワクチン定期接種対象者の 

自己負担金免除方法 
 

町民税非課税世帯および生活保護世帯に属する方は、 

下記の方法のいずれかで、自己負担金が免除（無料）になります。 

下記のうち、いずれか１種類を医療機関で予防接種を受ける際に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効期限が過ぎていないことを確認し、コピーを取り、

予防接種を受ける際に医療機関へ提出して下さい。 

今年度の介護保険料に関する通知書は 

毎年７月に税務課より届きます。 

６月までに接種する場合は前年度のもの

を使用してください。 

●費用免除承認書 

本人、世帯とも非課税であることを確認し、 

囲った部分が分かるようにコピーを取り、 

予防接種を受ける際に医療機関へ提出して下さい。 

介護保険負担限度額認定証は 

住民福祉課で手続きをした方へ送付されて

います。 

子ども・保健課窓口で申請して下さい。 

町民税非課税世帯および生活保護世帯であれば費用免除承認書が発行されます。 

予防接種を受ける際に医療機関へ提出してください。 

申請時に必要なもの：窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 

問 琴平町子ども・保健課 ☎ ７５－６７１９ 

●介護保険料に関する通知書２ページ目（写し） 

●介護保険における負担限度額認定証（写し） 


